
平成２２年８月２７日 

消 費 者 庁 

 

特定商取引法に基づく行政処分について 

 

 

本日、中国経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたの

で公表します。 

本件は、特定商取引法第６９条第３項の規定に基づき、消費者庁長官の権

限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。 
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平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ２ ７ 日

消 費 経 済 課 長   藤 崎  誠

TEL （０８２）２２４－５６７１

特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する 

業務停止命令（６か月）及び指示について 

 

 

中国経済産業局は、コンクリート補強・補修材による住宅基礎補強工事の訪問販売を行

っている有限会社アテンド（広島県広島市）に対し、本日、特定商取引法第８条第１項の

規定に基づき、平成２２年８月２８日から平成２３年２月２７日までの６か月間、訪問販

売に係る役務提供契約の勧誘、申込の受付及び契約の締結を停止するよう命じました。 

また、併せて、特定商取引法第７条の規定に基づき、「コンクリート基礎の補強工事の

必要性がないにもかかわらず、「地震が来たら危ないですよ。」などとコンクリート基礎

補強工事が必要であると告げ、又は、実際には効果はあがらないにもかかわらず、コンク

リート補強・補修材を塗布すれば、耐震、基礎補強になると告げていたことがあるが、そ

れらは虚偽である。」旨を、本件リフォームに係る契約を締結した者に対し通知し、その

結果について中国経済産業局長あて報告することを指示しました。 

認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等不明示です。 

なお、本処分は、特定商取引法第６９条第３項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委

任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。 

 

１． 有限会社アテンド（以下「同社」という。）は、コンクリート補強・補修材による住宅の基

礎補強工事（以下「本件リフォーム」という。）等の訪問販売を行っていました。 

２．認定した違反行為は以下のとおりです。 

（１）同社は、本件リフォームの契約の締結を勧誘する際に、コンクリート基礎の補強工事の必要

性がないにもかかわらず、｢地震が来たら危ないですよ。」などと本件リフォームが必要で

あるかのように告げていました。 

（２）同社は、本件リフォームの契約の締結を勧誘する際に、実際には効果はあがらないにもかか

わらず、「地震が来たら危ないですよ。」等と説明したうえで「これを塗ったら大丈夫です。」

などと本件リフォームにより耐震や基礎の補強の効果が得られるかのように告げていまし

た。 

（３）同社は、顧客の住居を訪問した際に、その勧誘に先立って、「近所で作業をしてる。下水ま

わりを見せて下さい。｣と排水管等の洗浄をしたうえで、さらに「高圧洗浄したから、もし

かしたら水が漏れていたらいかん。床下へ入らせて下さい。」などと告げるだけで、本件リ

フォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び役務の種類を明らかにしていま

せんでした。 
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【本件に関する問い合わせ先】 

 本件に関するお問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて

消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局までお問い合わせください。 

北海道経済産業局消費者相談室    電話０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 

 

  



3 
 

有限会社アテンドに対する行政処分の概要 

 

１ 事業者の概要 

 （１）名  称：有限会社アテンド（以下、「同社」という。） 

 （２）代 表 者：代表取締役 久保 敏 

 （３）所 在 地：広島県広島市東区光町二丁目８番８号 

（登記簿上の所在地：岡山県岡山市北区野田三丁目１１番２０号） 

 （４）資 本 金：３００万円 

 （５）設  立：平成１４年１２月４日 

 （６）取引形態：訪問販売（特定商取引法（以下、｢法｣という。）第２条第１項） 

 （７）取扱役務：排水管清掃、建物の防虫･防湿、基礎補強工事等の建物の修繕 

        及び床下換気扇の設置 

 （８）契約金額：２，１００円から９８３，８５０円（平成２２年度４月契約分まで） 

 （９）契約件数：１６，２４８件（平成２１年度） 

 （10）売 上 高：約１１億１６００万円（平成２０年度決算報告書による） 

  

２ 取引の概要 

同社は、主として、築後相当の年数が経過している家屋に住む者（以下「顧客」という。）の

住居を訪問し、一般家庭の排水管の清掃、コンクリート補強・補修材による基礎補強工事等の役

務を有償で提供する契約の締結について勧誘し、当該住居において当該契約を締結しているもの

である。 

 

３ 行政処分の内容 

（１）業務停止命令 

平成２２年８月２８日から平成２３年２月２７日までの間、法第２条第１項に規定する訪問販

売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

① 同社の行う訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。 

② 同社の行う訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。 

③ 同社の行う訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。 

  

（２）指示 

同社とコンクリート補強・補修材による基礎補強工事に係る契約を締結した者に対し、「コ

ンクリート基礎の補強工事の必要性がないにもかかわらず、「地震が来たら危ないですよ。」

などとコンクリート基礎補強工事が必要であると告げ、又は、実際には効果はあがらないにも

かかわらず、当該コンクリート補強・補修材を塗布すれば、耐震、基礎補強になると告げてい

たことがあるが、それらは虚偽である。」旨を、平成２２年９月２７日までに通知し、同日ま

でにその通知結果について中国経済産業局長まで報告すること。 

 

４ 命令及び指示の原因となる事実 

   同社は、以下のとおり特定商取引法の各規定に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。 

 

（１）契約の締結を必要とする事情に関する不実告知（法第６条第１項第６号） 

同社は、コンクリート補強・補修材による基礎補強工事（以下「本件リフォーム」という。）

に係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、「コンクリート基礎の補強工事が必

要ですよ。地震が来たら危ないですよ。」、「何箇所かヒビ割れがあるので、修正しないと朽

ちますよ。｣と告げて、あたかも当該顧客の家屋の基礎に不具合があり、当該家屋にこれを原

因とする何らかの危険が存在し、この危険を除くには同社から本件リフォームの提供を受ける
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必要があるかのように告げていた。 

 

（２）役務の効果についての不実告知（法第６条第１項第１号、規則第６条の２第５号） 

同社は、本件リフォームに係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、実際には

効果はあがらないにもかかわらず、本件リフォームにより耐震や基礎の補強の効果が得られる

かのように告げていた。 

 

（３）勧誘目的等の不明示（法第３条） 

同社は、顧客の住居を訪問した際に、その勧誘に先立って、顧客に対し、「近所で作業を 

してる。下水まわりを見せて下さい。｣と排水管等の洗浄をしたうえで、さらに「高圧洗浄し

たから、もしかしたら水が漏れていたらいかん。床下へ入らせて下さい。」などと告げるだけ

で、本件リフォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び役務の種類を明らかにし

ていない。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】 

同社の従業員Ａは、平成２０年１１月、消費者Ｖの自宅を訪問し、「団地の中を一軒、一軒

回って溝の点検をやらせてもらっています。こちらも見せてもらえませんか。」と告げ、Ｖは、

点検を承諾した。 

 点検後、Ａは、名刺を差し出し、「汚れているので、洗浄が必要です。」、「２万１千円の

ところ、６千円値引きをして１万５千円にします。」と告げた。Ｖは、排水管清掃を依頼し、

約１ヶ月後に清掃を行うことに決めた。 

排水管清掃の日、Ａほか２名が来て清掃を行った。清掃終了後、従業員Ｂは、「洗浄は終わ

りましたけど、圧をかけていますので、床下のプラスチックの配管を点検させて下さい。」と

告げた。Ｖは、洗浄後、当然必要な点検だと思い、台所から床下に入ることを承諾した。 

約２０分後、床下から出てきたＢは、「床下のコンクリート基礎にヒビ割れしている箇所が

あります。」、「カメラの画像をテレビ画面に繋いで説明します。」と告げて、異常がある箇

所の画像をＶに見せた。 

Ｂは、「コンクリート基礎の補強工事が必要ですよ。地震が来たら危ないですよ。」、「こ

れを塗ったら大丈夫ですよ。ガラス繊維が入っていますので大丈夫です。」と告げて、コンク

リート補強・補修材のパンフレットをＶに渡した。 

Ｖは、現実に異常な箇所を撮影したという画面を見せられた上、基礎にヒビ割れがある、地

震が来たら危ないと言われたために、冷静さを失い、勧められるまま「それならお願いしまし

ょうか。」と補強工事を承諾した。その後、Ｂが一人で床下に入り、約３０分くらいで補強工

事は終わった。 

補強工事をした日の３、４日後、Ｖの息子が床下を調べたところ、基礎のヒビ割れ箇所は見

あたらなかった。Ｖは息子からの助言もあり消費者センターに相談した。 
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【事例２】 

同社の従業員Ｃは、平成２０年６月、消費者Ｗの自宅を訪問し、「近所で作業をしてるから。

下水まわりを見せて下さい。」と告げた。Ｗは、下水まわりの点検だと思い、承諾した。 

Ｃは、「下水マスに穴が開いているのを確認しました。２万１千円だけど、近くまで来てい

るので６千円値引きして１万５千円で修理が出来ます。また、排水管の高圧洗浄はセットにな

っています。」と告げ、Ｗは、排水管の洗浄を承諾した。 

その４日後、Ｃと従業員Ｄが来て高圧洗浄等を行った。洗浄後、Ｄが、「高圧洗浄したから、

もしかしたら水が漏れていたらいかん。床下へ入らせて下さい。」と告げて、床下に入った。 

Ｄは、床下に入ってから１０分後、「配管ではなく、風呂場のタイルの目地から真下に水が

漏れていて基礎が弱ってる。このまま放置したらボロボロになってしまう。」、「コンクリー

ト補強・補修材でがっちり固めたら大丈夫だから。」と告げた。Ｗは、１０年に１回くらい定

期的に白アリ駆除の業者に床下を見てもらっているが、床下に水が漏れていると聞いたことが

無かったため、床下に水が漏れていると言われたことに合点がいかなかったが、「床下がボロ

ボロになるから。」とＤに言われたことが気になって、基礎の補強工事を承諾した。 

その後、工事開始までの間に、Ｗが、床下に入ったところ水漏れはなかった。Ｗは騙された

と思いクーリング・オフ通知を出すとともに消費者センターに相談した。 

 

 

【事例３】 

同社の従業員Ｅは、平成２０年１２月、消費者Ｘの自宅を訪問し、「お風呂場とか、台所の

配管を見てみます。」、「トイレ、台所、風呂のパイプを掃除します。」と告げた。 

点検後、Ｅは、下水枡の隙間の修理と下水管の清掃を勧め、「掃除と修理を合わせて１万５，

０００円です。」と告げた。Ｘが、清掃と修理を承諾したところ、Ｅと従業員１名が作業を始

めた。 

清掃後、「ちょっと、床下を見せて貰っていいかな。」と告げ、Ｘは、軽い気持ちで承諾し

た。 

Ｅは、ものの１０分程度で床下から出てきて、デジカメで撮った基礎コンクリート部分の画

像をＸに見せた後、｢このままにしていたら、地震の時に崩れやすいので、補強しておいた方が

いいですよ。｣と告げ、特殊な樹脂が入っているものをコンクリートに塗ると、補強になるとい

うような説明をした。Ｘは、不安にかられ、｢工事をお願いします。｣と告げた。 

Ｅは、車から塗料の缶を台所に運ぶと、床下に入って作業を始めた。塗料の缶にはラベル等、

何の表示もされていなかった。 

作業開始後、３０分か１時間くらい経って、作業をしていた２人が床下から出てきて、｢こり

ゃあ 足らん。｣、「明日します。」と告げ、缶を補充する必要があるので、工事の続きは翌日

となった。 

翌日、昨日とは別の従業員がやってきて、追加した缶の金額が入った書類をもってきたので、

床下の写真を要求したが断られた。この日は作業はしなかったが、Ｘは徐々に不信感が募って

きたので、消費者センターに相談し、解約することにした。 
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【事例４】 

同社の従業員Ｆは、平成２０年５月、消費者Ｙの自宅を訪問し、Ｙの妻に「役場の方から言

われて、この辺りの排水管を見て回っています。どこも排水管を見せて貰っています。点検し

ましょうか。」と告げた。Ｙの妻は、役場の依頼を受けた業者だと思ったので、点検を承諾し

た。 

Ｆは、｢桝が汚れているので、掃除した方がいいですよ。｣と告げた。Ｙの妻は、排水管清掃

を承諾し、Ｙの次の休みである平日に清掃をしてもらうことにした。 

約束の清掃の日、排水管清掃が終わった後、Ｆは、Ｙに｢この辺りの家を、１軒、１軒回って

います。｣、｢床下を見せて下さい。こういった者です。｣と告げ、名刺を渡した。 

Ｙが点検を承諾したところ、Ｆは、台所の床下収納庫から懐中電灯とデジカメを手にして床

下に入った。Ｆは、ものの１０分位で床下から出てくると、デジカメで撮った基礎コンクリー

ト部分の画像をＹに見せながら、「何箇所かヒビ割れがあるので、修正しないと朽ちますよ。」、

｢すぐではないけど、いずれ朽ちる、朽ちると今よりも高いお金がかかる。｣と告げた。Ｙは、

不安になり工事を承諾した。 

Ｆは、｢この工事をすれば、もう何十年かはもちますよ。｣、｢朽ちずに、だいぶもちますよ。｣

と告げ、工事日をＹの次の休日と決めた。 

約束の工事の日、Ｆは車でやってきてすぐに工事にとりかかった。台所の床下収納庫から床

下に入り、１～２時間後、Ｆは、｢こうして塗りましたから。｣と言って、デジカメで撮った画

像を、Ｙに見せた。 

その後、Ｆは再び床下に入り、｢他の部屋のところを見たところ、木にカビが生えているので、

換気扇を付けた方がいいですよ。｣、｢通気が悪いので、基礎のコンクリートに穴を開けた方が

いいですよ。｣、｢風呂場の方の基礎のコンクリートに穴を開けておきます。｣と告げ、床下換気

扇の取付けを勧めた。Ｙは、不安になり、取付けを承諾した。 

取付け作業の途中で、Ｆは｢基礎コンクリートに、まだヒビ割れた箇所がある、塗った方がい

い｣と告げ、Ｙは、勧められるまま、追加工事を承諾した。 

工事終了後、Ｆは、｢これで、２、３０年は大丈夫ですから。｣と告げた。 

Ｙは、近所に住んでいる親戚に工事について話したところ、不要な工事をしたのではないか

と意見をされたことから、消費者センターに相談した。 
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【事例５】 

同社の従業員Ｇは、平成２１年５月、消費者Ｚの自宅を訪問し、「溜め枡を見せてもらって、

もしよろしかったら洗浄させてください。」と告げた。Ｚは、溜め枡が汚れていたので洗浄を承

諾した。 

翌日、洗浄の作業の途中で、Ｇが床下を見せて欲しいと言ってきたので、Ｚが承諾したとこ

ろ、Ｇは懐中電灯だけを持って換気口から台所の床下に入った。 

Ｇは、床下から出て来ると「基礎が傷んでいて、壊れかかっています。セメントがボロボロ

落ちてきていますので、補強の工事をしたらどうですか。」、「○○の方ではこれを放置して

いたので家が倒れました。」と不安を煽り、「でも、コンクリート補強・補修材をセメントに

塗ったら浸透しますから補強になるので大丈夫ですよ。」と告げた。Ｚは、言われるまま補強

工事を承諾した。 

その翌日、Ｇと作業員１名が来て、工事を始めた。工事の途中でＧは、「思ったより傷みが

激しいのでもう○缶使いますから。」と告げた。Ｚは、高くなるけど仕方ないと思い、追加工

事を承諾した。 

作業後、Ｇが、今度は家の前の方の床下に湿気がきているから換気扇を付けるようにと言っ

てきたが、断った。 

Ｇが帰った後、Ｚは、自宅を建設した会社に連絡し、担当者２人に床下に入って調べてもら

ったところ、担当者は「湿り気はきていませんよ。覗いてみなさい、さらさらしていますよ。」、

「床下は少しは傷んでいるけれども、工事が必要なほどではありません。」と言った。Ｚは、

契約書を見た担当者のアドバイスもあり、消費者センターに相談した。 

 


